
審議会等の会議結果報告 

 

議事の内容は下記のとおり 

 

事務局（室長） 

 皆さん、おはようございます。若干、定刻より早いですが、津市森林整備協議会を始め

たいと思います。本日は皆様何かとお忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうござ

います。ただ今から、津市森林整備協議会委員に係ります委嘱式及び平成 27 年度第２回の

協議会を開催いたします。本日は、今年度として２回目となるわけでございますけれども、

委員の皆様の任期満了に伴いまして改選がございました、その関係で２回となっておりま

す。本日、会長が選出されるまでの間、進行をさせていただきます林業振興室長の芝山で

ございます。よろしくお願いします。 

それでは、開会に先立ちまして、委員にご就任をいただいております皆様のお手元に委

嘱状を交付させていただいております。ご確認いただきたいと思います。皆様におかれま

しては、委嘱日から２年間の任期ということでございまして、大変お世話をおかけします

が、どうぞ一つよろしくお願いしたいと思います。また、本来ならばもう少し早い機会に

会議を持たせていただくのが本意でございますけども、開催が遅れましたことをお詫び申
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し上げます。それでは、事項書によりまして、開会のあいさつを農林水産部長、森谷が申

し上げます。 

 

事務局（部長） 

 皆様、おはようございます。農林水産部長の森谷でございます。本日は、お忙しいとこ

ろ、津市森林整備協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。平素は本

市の林業施策にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 本協議会は、市町村合併後の平成 19 年 10 月に設置されました協議会で、林業施策の重

要な柱となります森林整備計画の策定などについてご審議いただくなど、本市林業行政に

重要な役割を担っていただいており、様々な視点からご意見をいただければと考えており

ます。 

また、本日は委員改選後初めての協議会ということで、先程、室長のほうから説明があ

りましたとおり本来でしたら、委員の皆様お一人お一人に、市長より委嘱状を交付させて

いただくところでございますが、市長所用のため、略式ながら皆様のお手元に委嘱状を配

布させていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日の事項につきましては、役員の選任として会長及び副会長の選任。続きまし

て説明事項として、津市森林整備協議会と津市の林業施策について。最後にその他の事項

といたしまして、来年４月に策定予定であります津市森林整備計画についてご意見、ご質

問等があればお聞かせいただきと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

事務局（室長） 

 ありがとうございました。それでは今回、委員の改選がございましたので、新たに委員

になられました皆様ということでですね、初めての方もおいでになるということでござい

ますので、恐れ入りますけど簡単に自己紹介のほうをお願いしたいと思います。申し訳ご

ざいませんが、今瀬様から順番に自己紹介ということでよろしくお願いします。 

 

今瀬委員 

 私は津市の美里村、こちらから上野のほうへ行く所の境に位置しております北長野とい

う所から出席しております今瀬です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

駒田委員 

 すみません。芸濃町から来ました駒田と言います。よろしくお願いいたします。 

 

安藤委員 

 榊原財産区で議長のほうを仰せつかっております安藤勝平です。よろしくお願いいたし

ます。 



 

落合委員 

 皆様、おはようございます。津地区木材協同組合の代表をやっております、落合でござ

います。ちょっとこの名簿見させてもらったら、再任８年で初めから。前回第１回目にお

休みさせていただいて、皆さんの名簿を見せてもらうと新しい方も見えますので、私、歳

をいっただけで、木材組合のほうも長年いろいろ役をさせていただいて、11 月に産業功労

賞をいただきました。その 10 月には木材の全国大会がありまして、林野庁長官賞をいただ

きまして、もうボツボツそういう時期で、退会をせなあかんなと思って、私ども組合も役

員改選で新しい若い者に代わろうとしておりますけれども、そんなことで。私も山が好き

なので、ゴルフ行ってもできるだけ 18 ホール歩くようにして足を鍛えておるわけでござい

ますけれども、もう 78 歳になりましたもので、まあ一つ、よろしくお願いいたします。 

 

山﨑委員 

 おはようございます。中勢森林組合の山﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

山本委員 

 おはようございます。山本と申します。私は三重県森林協会のほうで専務理事を務めて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

若林委員 

 学びの森川口演習林の会の代表をしております若林と申します。よろしくお願いします。 

 

川井委員 

 おはようございます。私は名簿のナンバー８の川井と申します。現在、白山町林業研究

会の会長を仰せつかっております。前回は、公募でここへ出させてもらったんですが、ど

ういう具合か、前任の白山町から出ていかれました方の後任として、なんか席もかなり上

へ来てちょっとこそばいです。それと、ナンバー７ですね。今瀬さんが知らんふりしてい

ますけれど、高校の同級生で。 

 

今瀬委員 

 大学でしたかな。 

 

川井委員 

 いえ。高校です。 

 



今瀬委員 

 あっ。高校でしたか。失礼しました。 

 

川井委員 

 まあ、一つよろしくお願いいたします。 

 

藤田委員 

 おはようございます。美杉の鎮守の森を夢見る会という、環境教育のボランティアの会

も今年で 20 年になるんですけど、細々と続けさせていただいています藤田です。よろしく

お願いいたします。 

 

山岸委員 

 美杉町にあります、美杉木材市場に勤めております山岸です。よろしくお願いします。 

 

上川委員 

 今回、委員になりました上川でございます。よろしくお願いいたします。 

 

宮田委員 

 久居から参りました宮田敦子と申します。今現在、津市の産物利用促進協議会のメンバ

ーとして、前任の吉岡さんと共に何回か会議をさせていただいておりました。今も産物を

洗い出してですね、津市の 13 品目の中の１点に材木があるということで、今回、材木につ

いて深めていけたらなあと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

藤井委員 

 おはようございます。津農林水産事務所の藤井でございます。私ども、今日ご審議いた

だきます森林計画を担当している部署でございますので、関係する行政機関として参加さ

せていただいております。 

 今後ともこの場に限らずですね、いろんな林業に関する質問がございましたら、津の農

林水産事務所の藤井までご連絡いただきましたら回答させていただけると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局（次長） 

 農林水産部次長の草深でございます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（部長） 

 農林水産部部長の森谷です。よろしくお願いいたします。 



 

事務局（室長） 

 林業振興室長の芝山でございます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（向田） 

 おはようございます。林業振興室の向田といいます。よろしくお願いします。 

 

事務局（宇井） 

 おはようございます。林業振興室の宇井と申します。よろしくお願いします。 

 

事務局（室長） 

 どうもありがとうございました。それでは、議事に入らせていただく前に、本日の出席

者数をご報告いたします。本日の出席者数は、総数 13 名中、13 名のご出席でございます。

半数以上のご出席をいただいておりますので、津市森林整備協議会条例第６条第２項の規

定により、本会議が成立したことをご報告申し上げます。なお、本協議会は議事録を作成

し、津市情報公開条例に基づき、津市のホームページ上等において公開いたしますので、

予めご了承願います。 

それでは、協議事項４、役員の選任についてを議題といたします。お手元に配布いたし

ました資料に本協議会の条例がございます。この協議会条例第５条第１項の規定に基づき

まして、協議会に会長及び副会長１名を置き、委員の互選により定める。と規定されてお

ります。どのようにさせていただけば、よろしいかお伺いしたいと思います。 

 

山﨑委員 

 事務局の案としては何かお持ちですか。 

 

事務局（室長） 

 事務局の案をというご意見をいただきましたけれども、よろしいでしょうか。 

 

委員 

 異議なし。 

 

事務局（室長） 

 ありがとうございます。異議なしという発言をいただきましたので、事務局より推薦さ

せていただきます。それではまず、会長に学びの森川口演習林の会、会長の若林征男様。

それから、副会長に三重県森林協会専務理事の山本直佐様にお願いしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 



 

委員 

 異議なし。（拍手） 

 

事務局（室長） 

 異議なしの発言をいただきましたので、会長に若林征男様、副会長に山本直佐様にお願

いしたいと思います。皆様の拍手で承認いただきましたのでよろしくお願いします。それ

では、会長、副会長におかれましては所定の席にお願いしたいと思います。 

 それでは、協議会条例第６条の規定によりまして、会長が議長となりますので、若林会

長のほうによろしくお願いいたします。 

 

若林会長 

 今、会長に選任していただきました若林でございます。このメンバーを見ますとですね、

今も紹介がありましたように、平成 19 年、この会が発足されたということでございまして、

落合さんのあいさつにもありましたように、８年というのはもう二人になってしまいまし

て、事務局が私を選任してもらった一つの要因は経験年数が多いということでなったと思

いますが、もとよりですね、ボランティアの部門のほうから出させていただいております

ので、森林・林業行政のほうはちょっと疎いところもありますけども、幸い副会長に三重

県森林協会の専務理事であります山本さんが選任されました。そこらへんの情報は山本さ

んにしっかりフォローしていただきまして。さらに新人の方が相当、半分近くあります。

新しい分野のほうから選任された方々が、今までの例からいくと多いということで、新し

いご意見を出していただくと期待しております。私はあくまで、まとめ役というような格

好でこの協議会を進めていきたいと思いますので、津市の森林整備の、行政がうまくいき

ますように、この協議会が十分に機能を発揮するように、忌憚のない意見をどんどん出し

ていただきまして、事務局の方へ反映をしていただければありがたいと思っていますので、

よろしくご協力をお願いします。 

 

山本副会長 

 どうもあらためまして、私、副会長ということで選任をいただきました三重県森林協会

の山本でございます。よろしくお願い申し上げます。今、会長さんのほうから期待いただ

くようなご挨拶をいただきましたんですけども、力不足で十分に役割を果たせるかどうか

不安ではございますけども。私どもの三重県森林協会というところは公共事業、林野公共

の森林整備から治山林道といった森林の関係の公共事業を中心に、林業の経営関係、森林

を中心とした環境整備の関係まで含めて、幅広く対応させていただいている組織ですので、

それなりの情報は集まってまいりますので、県から藤井さんも来ていただいておりますの

で、県のほうからの情報提供も含めて私のほうでも分かる範囲でいろいろ意見を言わせて



いただこうかと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

若林会長 

 それでは座らせていただき、議事を進めて行きたいと思います。５の説明事項の中で、

１と２の事項をまとめて事務局のほうからご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局（向田） 

 ５の説明事項といたしまして、まずカッコ１にあります津市森林整備協議会についてと

いうことで、資料１をご覧いただきますようによろしくお願いいたします。本協議会につ

いては条例で定められており、設置の目的といたしまして、第１条、林業振興に資すると

ともに、森林の有する公益的機能を効果的に発揮するため、地方自治法第 138 条の４第３

項の規定に基づき、津市森林整備協議会を置くと定められております。 

次に、所掌事務ですが、第２条、協議会は市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。

カッコ１、林業振興に係る事業の円滑な推進に関すること。２、森林整備計画の策定に関

すること。３、その他林業振興及び森林保全事業に関することということで、林業振興に

関する様々な計画であったり、事業内容を審議していただいております。 

次に、組織ですが、第３条といたしまして、協議会は委員 13 名以内で組織するというこ

とで、皆様さまざまなところから委嘱させていただいております。委員の任期につきまし

ては第４条で２年と定められております。 

次に、本協議会の会長及び副会長につきましては、第５条で委員の皆様に互選されるこ

ととなっております。 

次に、会議として第６条に協議会の会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長とな

ります。第２号として、協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができま

せん。第３号として、協議会の議事は出席委員の過半数で決するとなっております。第７

条に庶務は農林水産部が行うとなっております。 

最後に８条でございます。この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項

は会長が協議会に諮って定めるとなっております。協議会の条例につきましては以上です。 

 続きまして、２の津市の林業施策についてということで、資料２をご覧ください。まず、

概要になります。森林の面積は約 41,568 ヘクタールで、市域の約 60 パーセントを占めて

おります。下の円グラフになります。右側の人工林の樹種ですが、人工林は 33,457 ヘクタ

ールで、森林面積の約 80 パーセントとなっております。その内、スギが約 58 パーセント、

ヒノキが 31 パーセントとなっております。 

次に、課題ですが、全国的にも同じ状況でございますが、市場における木材価格が昭和

54 年と比べますと、現在は約３分の１の価格まで下落しており、林業従事者も平成 22 年

では少し増えておりますが、年々減少しているという状況でございます。 

このような中で本市の振興策ですが、平成 27 年度当初予算におきましては２億 761 万１



千円の計上となっております。施策の概要ですが、担い手及び後継者の育成として、就職

相談等を行っております。また、主な事業といたしまして、森林の保全整備として、間伐

に対する支援であったり、機械化の促進、また、森林経営計画の促進等を行っております。

林業生産基盤の整備は、林道整備や維持管理といった基盤整備事業に取り組んでおります。

また、森林資源の活用促進ということで、みえ森と緑の県民税市町交付金事業を活用して、

夏休みに親子で行う森林教室を開催して木に親しむ機会を提供したり、木造住宅の建設に

かかる費用の一部の補助を行うことで木材利用の促進、また、林地残材のバイオマス利用

促進として運搬経費の一部補助等を行っております。 

簡単ですが説明は以上です。 

 

若林会長 

 ありがとうございました。説明の中で特に森林整備協議会の組織のことについてと、津

市の林業施策について事務局から説明がありましたが、これらについて、意見、ご質問等

があれば承ります。すぐのことですので、中々ご意見出にくいかと思いますが、議事を進

めさせていただきますので、もし、その途中でもですね、疑問のところがありましたら挙

手をして発言を願います。 

 それでは、次進めさせていただきます。その他のところで、津市森林整備計画について、

ということについて事務局からの説明をよろしくお願いします。 

 

事務局（向田） 

 失礼いたします。津市の森林整備計画ということで、資料３をご覧ください。まず、資

料３の１といたしまして、森林計画制度の体系図となっております。まず、一番上の所に

森林林業基本計画という所がありますけれども、こちらが我が国の森林林業の施策の基本

方針として森林林業基本計画があります。それに則した形で、次の全国森林計画というの

がございまして、これは全国を 44 の流域に分けて農林水産大臣が定めております。 

さらにその下に移りまして、三重県が４つの地域に分けて地域森林計画というものを策

定しております。津市が該当する計画は、北伊勢地域森林計画でございます。その北伊勢

地域森林計画が改正に向け現在、調整中でございます。 

津市としましては、その北伊勢地域森林計画に適合した形で津市森林整備計画、赤で囲

んである所になりますけれども、上位計画である北伊勢地域森林計画に適合した形で策定

することとなっております。来年４月策定に向けて現在、調整中でございます。そのスケ

ジュールといたしまして、次の資料３の２をお願いいたします。先ほど申し上げました、

三重県が策定する北伊勢地域森林計画が、平成 28 年１月に樹立する予定ですので、その北

伊勢地域森林計画を受けまして津市森林整備計画の素案を１月中に作成することとしてお

ります。その後、各種団体と協議を行い、案としまして津市森林整備協議会に諮問がなさ

れ、縦覧、県知事、森林管理局長に意見の聴取及び協議を行い計画書の樹立となります。 



本日は、三重県によりまして北伊勢地域森林計画書の案が現在、作成されましたことか

ら、先行いたしまして津市森林整備計画書の素案を、諮る前に案という形で委員の皆様に、

先にご提供させていただきまして、素案作成までにご意見をいただき、ご意見を反映させ

ていただき素案を作成させていただきたいと考えており、挙げさせてもらっております。 

 続きまして、資料３の３が内容になりますけれども、今回の北伊勢地域森林計画では大

きな修正点はございませんでしたもので、津市森林整備計画といたしましても、森林の面

積等の更新による数値の変更及び若干の誤字の訂正、前回、協議会等、前委員の方にもい

ただいておりました意見を若干、文言に反映させた形で修正を行ったものを素案という形

で現在、作らせてもらっております。素案の作成時期が来年でございますので、今日ご意

見いただいた点は、県の担当者とも相談して反映させられるか調整してですね、作ってい

きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

若林会長 

 以上ですか。この細かい点についてはどうですか。 

 

事務局（向田） 

 １ページでございますけれども、中ほどにですね、本市の森林面積は、と始まる行がご

ざいますけれども、そちらの森林面積が 416 というのが、前回は 420 でございまして、こ

れは統計上の調査で変わっておりますので、今回の変更をさせてもらっております。それ

に伴いましてパーセンテージも前回の 59.1 から 58.5 に変えさせてもらっております。 

本文中になりますけれども、現状と課題ということで、古くからスギ、ヒノキの造林が

盛んに行われてきた、という所でございますけれども、その後にですね、しかし、木材価

格の低下や人件費等の経費の上昇から採算の取れない森林が増えてきており、森林所有者

の林業経営に対する意欲が減退し、間伐等の手入れが十分に行われていない放置林分や、

伐採後に造林されない造林未済地等が増加していることから、という現状の部分につきま

して追加させてもらっております。 

また、その後に平成 25 年 11 月にバイオマス産業都市構想を策定し、平成 28 年にはバイ

オマス発電所が本稼働することから木材利用の推進と併せて未利用材の有効活用をした森

林経営を図るための取り組みを推進する。こちらは、バイオマスの発電所が建設されるこ

とから追加させてもらっております。 

 続きまして２ページ。表の中に水源涵養機能というところがございますけれども、その

最後の所に、なお重要な水源地域においては三重県水源地域の保全に関する条例に基づき、

水源地域の整備及び保全を推進するという行を追加させてもらっております。これは三重

県が策定されました水源地域保全条例に基づいた取り組みを行うということで付けさせて

もらっております。 

本文中で大きな変更、追加は、20 ページまで跳びまして、病害虫の駆除及び予防方法の



最後に、また、スギノアカネトラカミキリによるトビクサレ被害については、枝打ちを行

うことで未然に防げることから、適切な保育管理に取り組むこととします、ということを

追加させてもらっております。 

大きな変更としては以上でございます。 

 

若林会長 

 どうもありがとうございました。今、説明がありました。初めての委員さんの方につい

ては、市の森林整備計画書というはどんなものかというのも全体を把握するのは時間がか

かるかと思いますが、今の説明の範囲内で意見なり質問があれば承りたいと思いますので、

これを次の２月に諮問がされると思いますけれども、それまでにはほとんど完成に近い津

市の森林整備計画書を作りたいというのが事務局の意思でございますので、ぜひこの際、

ご意見を賜りたいと思います。 

 

山﨑委員 

 中勢森林組合、山﨑でございます。今、ご説明いただいてですね、また１月中旬には、

私どもと津市さんのほうで協議いただく、その中でいろいろ意見を述べたいと思うのです

が、何点か今後に向けて、私どもこれから考えていくのですが、今日出席の皆さんのご意

見をいただきたいなという項目がございます。 

まず、本来であればこの津市の森林整備計画、これが津市の森林整備を進める上のアウ

トライン、おおもとになるというのは承知しておるんですが、その中でもう少し具体的に

内容を盛り込んでいった方が良いんじゃないかという項目がですね、まず、緑の循環機能

の回復というかですね、緑の循環の法則というのは根本に、津市だけじゃなくて三重県、

全国的にも崩れておるわけで、本来、林業、森林というのは苗を植えて育てて、そして収

穫して、また植えるような循環というのが本来あるべきものですが、もう今、全国的にも

完全に崩れている中で、それに対する方策を何か盛り込んでいったほうが良いんじゃない

かなという気がします。いずれにしても具体的には私もまだ、今度のすり合わせの時に意

見として持っていきたいと思いますが。 

 それとあと、先ほど向田さんの方から言われました水源地域の条例の件でございますけ

れども、整備を推進していくという項目は入れていただいてございますけれども、それを

どういうふうに具体的に整備をしていくのか、あくまでもそういう地域に指定されるわけ

ですから、ある程度、緊急性を要する取り組みも必要じゃないかなということでですね、

もう少しその辺も具体的に盛り込んでいった方が良いんじゃないかなという気がしていま

す。 

 それとあと、地域の材の有効的な活用方法、要は木を伐って山から木を出してきても、

それが有効的に使われていかなければですね、津市内、三重県内で使われる材がですね、

他県とか他市から入ってくるようでは、基本的に津市の林業としては、あまりよろしくな



いということで、地域の材をいかに有効的に使っていくか、それを農林水産部だけではな

くてですね、それぞれの部署が、例えば駅前の開発があるんであれば、斬新な木を使った

ようなデザインを含めてそういうのも、あくまで一つの案ですけども、そういうのも必要

じゃないかなという気がしておりますので、いかに山から出されてきた木が有効に使われ

ていく、そういう方策というか方針が盛り込んでいければ、ありがたいなという気がして

おります。 

 それともう一つ、バイオマスの関係。バイオマス都市宣言されておる津市さんとして、

それをどういうふうに今後、供給していくか、これは私ども含めてですね、提供していく

上でかなりハードルの高い数字もありますけども、それを具体的にどういう方策で集めて

いくかっていうのも一つじゃないかなと思っています。 

 それともう一つ、先ほど申しました緑の法則をきっちりやっていく上で、問題なのが獣

害の対策です。毎年、意見として組合サイドとしても言わせていただいておるんですが、

やはり獣害というのは簡単に文書で書けるほど、防いでいくのは簡単なものではないとい

うのは、おそらく、今日お見えの方、皆さんお分かりだと思います。具体的にネットで獣

害していく、それはもう今の段階では最適な方法かわかりませんけれども、個体調整も含

めて具体的な方策を、しっかりとした考えを入れていくべきじゃないかなと思っています。 

すみませんが、まだ意見がまとまっていないので、持ち帰って意見をまとめてすり合わ

せさせていただきたいと思います。 

 

若林会長 

 ありがとうございます。たくさんの意見をまとめて出していただきましたが、事務局の

方からよろしくお願いします。 

 

事務局（室長） 

 緑の循環に関してはですね、全国的な問題でありまして、当然、伐採跡には植林をして

ですね、それが巡り巡っていくというのが本来の姿であると思いますけれども、なかなか

先ほどおっしゃってみえました獣害にしましても、結局、個人の山の方の負担というのが

かなり大きなものになってくるということが予想されますので、許せる範囲内の中でです

ね、盛り込んでいけたらなというふうには思っています。ただ、今、全く何もしてないん

かということではございませんので、ある程度、獣害対策に関する環境づくりとか、わず

かではございますけれども獣害対策への補助金とか、そういうものも今現在あるわけでご

ざいまして、そういう既存の事業も活用しながら考えていければなと思っておりますが。

ただ、先ほどおっしゃいましたように獣害対策というのは非常に難しいことでございまし

て、シカが山に棲むのが普通なんかどうなんかということもございますし、そこらへんで

また協議させていただきたいと思います。 

 それから水源地域の条例でございますが、水源地域の条例が県のほうで制定されまして、



来年の１月１日から届け出が義務付けされるわけでございます。その中で、津市としまし

ても、この水源条例の中の特別地域ということで、ダム等の上流の水源地域については、

林班単位におきます指定をしていただきまして、その承認をいただいたところでございま

す。県の方のご意見というか形としましては、環境林整備を進めていくとか、それから、

できるだけ水源地域については、保安林の指定をして保安林的な整備をしていく、公が管

理しやすいような条件を整えていくと、そういうような形で整備をされると聞いておりま

すので、そこらへんも含めた中で。 

 それから、地域材の利用促進ということで、今年度も森林組合さんと一緒になりまして、

新製品の開発ということでいろいろ事業のほうをやっておるわけでございますが、私ども

平成 25 年５月に津市木材利用方針を制定させていただきまして、公共施設についてもなる

べく木を使ってくださいという働きかけをいたしておるところでございます。しかしなが

ら、なかなか材を集めることとか、燃えやすいとか、どうしても大きな規模になりますと

木の弱点が指摘されて、なかなか思ったように進まないというところが現状でございます。

少ないながらも、地域的には木造で建てていただいておる所も若干はあるわけでございま

して、それと、みえ森と緑の県民税も使った形で、なるべく木材を使っていただくような

施策をお願いしておるところでございますが、そこらへんも合わせた中で、前回も会長さ

んもおっしゃってみえましたけれども、全部が全部を木造にせいというのも、それはなか

なか難しいという中で、一部でも木造にしていただける部分があるとしましたら、そうい

うふうなところを狙っていくというか、いろいろ協議して考えていきたいなと思っており

ます。 

 それからバイオマスの関係でございますが、これは来年７月にＪＦＥエンジニアリング

のほうでバイオマス発電が実際に稼働するわけでございます。そのような中で、私どもと

しましても、バイオマス産業都市という形で津市があるわけでございまして、当然地域の

材を使っていただきたいというふうな考えもあるわけでございます。そんな中で、今、現

状の中の材をどういうふうに集めていくかというのが、全国的にも非常に品薄といいます

か、燃料用のチップの獲得に関して非常に厳しい状況が続いておりまして、それを津市に

当てはめさせていただきますと、津市で誰が一番木を集めてみえるんやというと、やっぱ

り中勢森林組合さんしかないというふうに言っても間違いないと思うんですけど、そんな

中で組合さんの力をお借りしながら、私どもとしてもできる限り支援をしていくという形

で、今まさに協議を重ねておるところでございますので、また、はっきりした形のものが

できましたら公表させていただきたいと思うんですけども、なかなか、はっきり言ってお

金がかかることでございますので、そう簡単にはなかなかいかないという状況でございま

すが、なるべく努力をしてやっていきたいと思っておりますので、また１月になりました

ら話をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

若林会長 



 獣害がちょっと。 

 

事務局（部長） 

 林業も含めて農業も獣害、市長が百二、三十か所、地域懇談会ということで各地域を回

りまして各業界、団体、個人の方、代表の方からお話を聞く中で、必ず獣害の話は出て参

ります。私どももこれまで獣害に対しては、いろんな施策を打っておりますけれども、基

本的には個体数調整、それから防護柵、それから地域との連携という中で、個体数調整に

つきましては、サル、シカ、イノシシを４千頭以上、猟友会のほうで駆除していただいて

おりまして、これは県内では抜けた数ではありますが、まだまだ獣害被害としては１億円

近い被害があるということで、これからも強化、充実していかなければならないと。それ

から地域の獣害対策協議会につきましても、最初一つだったのが今は増えて 20 になりまし

た。やはり、そこらへんの連携、地域の皆さんの協議会と連携しながら、これも強化して

いく。あと、防護柵は中山間地での農業などを営む方に対しまして、支援をしておるわけ

でございますが、支援要件につきましても対象地とか面積要件とか補助額についても、今、

協議をしておりまして、来年１月には何らかの形で市長のほうから発表させていただくこ

とになります。簡単ではございますが。 

 

若林会長 

 森林組合さんの山﨑委員さんのほうから、やっぱり森林組合は具体的にですね、林業施

策の一番先端で業務をやってもらっているということで、いろいろと理想と現実とが離れ

ている所がたくさんあるかと思いますが、貴重なご意見だと思いますので、事務局の方も

よろしくお願いしたいと思います。 

 他いかがでしょうか。 

 

安藤委員 

ちょっとよろしいですか。17 ページなんですけども、森林の整備計画が入っているんで

すけども、この中に榊原のですね、林道が１本も入っていないんで。榊原財産区は約 1,200

ヘクタールほど森林を持っております。現在、林道も７本、８本と主なものだけでもそれ

だけあります。ところが、相当山が荒れてまして通れないような状況も出ております。で

すから、開設と拡張の中にですね、是非何本か入れていただきたいと、そういうふうに思

っております。 

 

若林会長 

 今の本数に加えて、もう一つ、いろいろな検討をして、もうちょっと本数を増やしてく

れとか。 

 

安藤委員 



 ええ。もう少しこの中にですね、整備計画の中に入れていただけたらと。 

 

若林会長 

 事務局のほう、いかがでしょうか。 

 

事務局（向田） 

 失礼します。現在、森林整備計画に載せさせてもらっている路線につきましては、合併

以前からも含めまして、以前から要望をいただいた中で、県費や国費を使わないとやって

いけないであろうというところが、計画上で載せさせてもらってあります。通常の維持管

理、若干の整備につきましては、こちらに載っていなくても市費等で対応しているところ

でございますので、一度、そういう要望がありましたら、要望を精査させてもらって、県

や補助団体と調整させてもらって、補助で整備していかなければならない路線ということ

であれば、こちらのほうに掲載させていただいて事業の活用をさせていただきたいと考え

ております。 

現在も国費、県費は減少傾向にあって、ここに載っているからといって必ずできる状況

ではなくて、しかも今、林道が入ってない山も多くて、新規に林道をつけなくてはならな

いんじゃないかという考え方もありますので、今、新規のほうにお金も行きがちになって

おりますので、今現在の林道については改良、拡幅等なかなか付かない状況かもしれませ

んけれども、そのへんは事業の大きさ等を一度調査させてもらってですね、載せなければ

ならない路線であれば載せるよう検討させてもらいたいと思います。 

 

若林会長 

 基本的にはやはり、ここに、森林整備計画書に載っとらんと事業が進めないというのが

基本でしょ。 

 

事務局（室長） 

 補助事業をいただく場合はですね、これに載せていただかんと具合が悪いということな

んですけども、あくまでも上位に計画がいろいろございますので、先ほど言いました北伊

勢計画にまだ全然載ってない状況ですので、今、私どもこれを新たに見直したとしても、

その後の北伊勢のほうにも同じ名前のものを載せさせていただかんと国の補助事業等の採

択にはならないような形になるわけでございます。 

 

若林会長 

 榊原さんも是非、地元のほうで十分検討していただきまして、どうしても補助金という

と負担も絡むことですので、そこらへんは事務局と一回相談してもらってですね、また変

更というタイミングの時にも入れられることもできますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

安藤委員 



 地元のほうで調整して一つ。はい。 

 

山本副会長 

 今のご発言に関係してなんですけども、路網は永久的な道とですね、その時作業するた

めの作業道のような簡易な道とがありましてですね、この計画の中に載せとかないと県や

国の補助を受けられないというのは永久的な道の話なんですね。ここに挙げていただいて

おるのは林道とか林業専用道と書いてますけども、これは永久的な道ということです。と

いうことで林道台帳を作って台帳にきちっと載せてですね、災害を受けた時に国の補助も

出るというきちっとした幹線的な道、こういうことですね。この他に森林作業道といって、

その時に間伐するから重機で押して行って道を付けていく簡易な道があるわけですけども、

それをわざわざ路線ごとにここへ載せなくても開設していける、そういう道なんですね。 

だから道が欲しいと言われる場合も、作業道で良いのか幹線的な道が欲しいのかによっ

てここへ載るか載らないかというところが決まってきますんで、まずは道が欲しいという

現場があれば、作業道にするのか、こういう幹線にするのか検討から入って、幹線にする

んだったらここへ載せるという、そういう検討が必要かなと思いますんで。また現地のほ

うで見ていただいたら。 

 

藤井委員 

 県の事務所のほうから一言申させていただきます。先ほどの議論がございましたように、

国の補助事業を受けるのであればここに載っていないと受けられないというのはその通り

でございます。ただ、載せたからといってすぐに補助金が得られるものではない。今、委

員の先生のほうからお話があったように道が荒れて困るんだということであれば、既存の

林道の改良になってくるかと思いますので、アスファルト舗装なり、コンクリート舗装な

り、側溝を付けるとか、そういうことになってくるかと思いますので、その事業の規模に

よって補助金があるかないかも変わってまいりますので、また市と相談していただいて、

必要であれば計画に載せておくと。来年すぐに事業を付けたいんじゃなくて、将来的に 10

年スパンの計画ですので、10 年間の間には直していきたいというのであれば載せていただ

くというのを検討いただいたらどうかと考えております。 

 

若林会長 

 ありがとうございました。同じ道でも作業道と林道と性格が違うということも副会長か

らお話ししていただきましたし、それと補助金の対象と地元の負担と、下積みの仕事をせ

んならんことがたくさんありますので、載せたらオッケーというわけにはいかないという

ことがよくわかりました。 

 他にご意見ありませんでしょうか。 

 

川井委員 

 いろんな方からいろんなお話伺ったんですけれども、財源の裏付けというものが言うま

でもなく大事なことなんですが、今年度については、来年のサミットにほとんど金持って



かれるんやろと、私は白山町ですが、獣害に非常に困っている所なんですけども、今年ゼ

ロって言ってました。これまでにないサミットの影響、そこらへんのことをですね、何か

情報として知ってみえる方があればちょっと教えて。 

それとこの前のＣＯＰ21 の会議が終わって、各国がそろって温暖化防止ということを謳

ったんですけども、それの結果、新聞で、中日ですが、温暖化防止のために森林整備にか

なり金を付けると国は。というのが紙面に大きく出たと思うんですけども、そこらへんの

ことを二つ、情報として知ってみえる方あったらちょっと。サミットの影響と。 

 

若林会長 

 サミットの影響と、だいぶ大きな国レベルの話が出てきましたけども。もう一つ、環境

の温暖化の関係ですね、相当これは森林整備に影響すると、特に日本は森林が多いという

こともありまして、温暖化に対する、昨日、今日とちょうどＣＯＰ21 のところで大きく載

られて、私が見た毎日新聞には、森林整備が少々社説のところに出てくるんかなと思った

けど出てきませんでしたものでね、ちょっと張り合いないと思ってましたんですが、ここ

らへん、県も何かありましたら、特にサミットの関係いかがでしょうか。 

 

川井委員 

 オリンピックのスタジアムも結構木を使う。 

 

若林会長 

 あれも良い話題やね。利用促進にとっては、全国が森林事業の高揚が、だいぶ良いかな

と。それも二つの案が二つとも。藤井さんいかがでしょうか。 

 

藤井委員 

 事務所に勤めておりますので、県庁のほうで 28 年度の予算は組み立てておりますので、

一切情報は流れてきていない。私どもも知らない。サミット関連で県費が一部使われるっ

ていうのは、我々も新聞誌上で知っておりますので、全然影響がないっていうことはない

と思うんですけども、一部新聞でも起債をしてですね、三重県債を発行して充てるという

記事も出ておりましたので、なるべく影響のないように対応されていると思っております。 

 それから国補事業に関しては、サミットは一切関係なく、何らかのシーリングはあるか

と思いますが、影響はないと考えているところでございます。ですので県単事業に関して

は、申し訳ございませんが分からない。28 年度予算は分からない。 

 

川井委員 

 国補に関しては影響は。 

 

藤井委員 

 国補事業に関しては毎年のシーリングだけですので、それぞれ省庁で予算要求していき

ますので、それほどの影響はないと思っておるんですけども、サミットに関しては。前か



ら考えて予算立てしておりますので。 

 

川井委員 

 温暖化の防止で国のほうが、森林整備に金を付けるっていう話は。 

 

藤井委員 

 それも聞いておりませんので。山本専務どうですか。 

 

山本副会長 

 私のつかんでいる情報ということでちょっと発言させていただきたいと思うんですけど

も。まず１点目の県のサミットに関係した予算がどうなるかという問題ですけども、一律、

対前年 30 パーセントカットという話を聞いております。それで、県の予算については対前

年の 70 パーセントで予算が組まれるということですね。それはもちろん公共事業とかは

70 パーセントで組むということなんですけども、非公共事業に至りましては、さらにマイ

ナスになって 55 パーセントとかいう話も、対前年 55 パーセントです。70 から 55 までさ

らに 15 カットしているわけですけども、その 15 は新規事業を創るために、財源を充てる

ために、あえてそうしとるということですので、森林分野で新たな新規事業を創れば新規

事業の分が膨らみますので、70をさらに超えて80ぐらいの予算になることもありますし、

うまい具合に新規事業の予算を取れなかったら、70 を下回って 60 とかですね、50 台にな

ることもあるかもわかりません。そこはまだ全く分りませんのですけども、いずれにして

も、来年についてはサミットにお金を回す関係では非常に厳しい予算ということになるよ

うな情報は聞いております。 

 それから、ＣＯＰ21 に絡んでの森林整備の財源の話なんですけども、そもそも森林整備

に充てる国の財源というのは、非常に自転車操業のような形で、予算が、国の財源も市も

県も一緒ですけども、非常に厳しい財源の中で毎年、予算を組んでますので、森林整備の

造林とかに回る予算は、当初予算だけでは、毎年とても足りずに、１月補正、２月補正の

ような補正を組んで、ようやく何とか森林整備の予算を確保している状態がここ数年ずっ

と続いておる。そんなことで非常に不安定な状態ですので、国は新たな税財源を見つけな

いとなかなか森林整備にお金が回せないと、特にＣＯＰ21 で非常に大きなハードルという

か目標が出てきましたんで、さらに吸収源を増やしていかないとダメみたいな話があるわ

けですけども、そこで財源で今、言うておりますのが、二つあてにする財源がありまして。

一つは地球温暖化対策税、これもう既にガソリンとか石油関係に付いておる税。その税率

が上がって一時ガソリンが上がった時期があったと思うんですけども、そこから集めたも

のを森林整備に回すという案が一つ。もう一つは新たな森林整備のための新たな税を創る

という、森林環境税のような税をですね。これは、三重県も一昨年ですか、創った森と緑

の県民税という税の国版みたいなものを新たに創るという、この二つのどちらかの方法で、

新たな財源を確保したいみたいな形でずっと進んできてますんですけども、どちらの案も

非常に難しいというか、行き詰っておってですね、なんですけども、国の言い方では 12 月

の末までに、どちらかで財源の目途を付けるというようなことは聞いてはおりますけども、



まだ、それがどういう方向で決まったというような話は聞いておりませんので、そういう

新たな財源を見つけないと、なかなか森林整備に新たにお金を回すというのは非常に厳し

い状態であるという話は聞いています。その程度のことしか知りません。 

 

若林会長 

 ありがとうございました。だいぶレベルの高い協議になりましたが、森林整備に関する

ことについて、もう少し掘り下げてご意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 前も一回この協議会の中で出ておったんですけども、やはり国の計画、それから県の計

画、市町村の計画、個人が立てる経営計画というようなところで、やはり制約があります

ので、市町村の整備計画も例えば、極端に言うと四日市市も松阪市、津市もずっと並べた

ら、よう似た森林整備計画やないかというところがあるんで、そこらへんの津市としての

特徴は何かということで、前回は、せっかく美杉がセラピーの指定を受けとるわけですか

ら、ということで森林整備の中にセラピーをちょっと入れていただきました。 

そういうことと、これからですね、私が思うのに、被害ですね病虫害。今、ここに松枯

れが出てますし、スギのアカネのカミキリムシが出てますけども、現在、特によく出とる

のはナラ、クヌギのキクイムシ。森林ボランティアの交流会をしたときにですね、一番よ

く意見が出たのが、そのナラキクイムシ。これは放っておいてもあまり使われてませんか

ら、関心がないところですけど、今、中勢地区の所は相当な、しかも大きなカシ類、クヌ

ギ類によく出とるわけですが、そういう所は国、県としては、どこらへんまで捉えておる

のか、利用価値がないでそのまま放っておくんか、せやけど、そうしとくと相当、森林の

整備として保全上、問題はないのか、そこらへんの議論はまだ、被害の勢いのほうが早い

もんで。そこらへんどう思いますでしょうか。事務局なり県のご意見があれば聞かしてい

ただきたいと思います。 

 

藤井委員 

 事務局の前に県から説明させていただきます。皆様もご存じのように神社とかそういっ

たところに大きなナラとか、先ほど言われた大木が生えているんですが、それは一昨年ぐ

らいから急に枯れ出したということで、マツクイムシの枯れと同じように、夏場からクヌ

ギとかコナラが、６月くらいからでしょうかね、褐色に葉が変わって全部落葉してしまっ

て、枯れてしまうと。白山から美杉に抜けていくあたりが、今、一番多い。ですからその

あたり山を見ていただくと、あちらこちらで枯れ木が目立つっていうのがナラ枯れでござ

います。 

 ナラは、木としてどういうふうに使っているかというと、シイタケの原木が多いわけで、

構造用というのは三重県の中ではあまり使われていないのもあって、あまり大きくは取り

上げていないのが現状なんですが、今のところ県のレベルでございますと、大変大きく枯

れてきておりますので、大変なことだという認識を持っておりまして、林業研究所を通し

て調査を行っておりますし、毎年１回ヘリコプターでどのぐらいの被害があるのかってい

うのを確認を取っているところでございます。現状はどういうことをしているかっていう



と調査中心で、じゃあ対策って何があるのかというと、キクイムシですので中に虫が入っ

ているんですね、虫を殺してしまおうとすると、マツクイムシと同じように薬剤を使って

殺してしまわないといけませんので、膨大な費用が掛かってまいります。県の予算いくら

あるのかっていうと、それこそ年間、県全体で 10 万とか、そういうレベルの予算しかもっ

ていないのが現状ですので、今のところ対策はできていないというのが状況でございます。 

 

若林会長 

 事務局のほうはどういうご意見でしょうか。 

 

事務局（室長） 

 私どももこのナラ枯れに関しましては、新緑の頃に茶色いのが目立って、何という山に

なってしまっとるんやというのが、個人的には非常に大丈夫かなという感じをしておるわ

けでございますが、先ほど藤井委員おっしゃられましたように、私どもとしても県と連絡

をしながら、対策はないのかというようなお話を、一昨年ぐらいに一度、話をしたわけで

ございますけども、なかなか広範囲に亘っておりまして、ポイント、ポイントで対策をす

るということもですね、お金の話で申し訳ございませんが、予算的にもないわけで、見て

おる状況しかないのかなと思っておるわけでございます。 

 ナラ枯れの状況としましてはやはり、今までは生活の中に薪とかそういうものに使われ

とった木が、コナラとかそういうナラの木が使われやんことによって大木化して、それに

よってカシノナガキクイムシが生活しやすい環境が非常に整っておるんではないかなとい

うふうに聞いてはおるんですけども。いずれにしましても何とも手立てがないと。唯一、

公園とかそういった人に危険が及ぶところには、前も三重大の先生がおっしゃってみえま

したけども、そういう所については連絡を密にしながら、早く対策をしたほうがよろしい

よというようなお話もしてみえたんやないかなと思うんですけども。そんなところが現状

といいますか。 

 

若林会長 

 地域森林計画の中では、ナラ枯れの文言は入るんですか。 

 

事務局（向田） 

 20 ページのほうに。 

 

若林会長 

 県のほうのね。 

 

藤井委員 

 ここに入っているということは、県のほうにも入っているとは思うんですが、ちょっと

確認を取ってみないとわからないですが、県としては大変大きな問題だと捉えているのは

間違いない。 



 

若林会長 

 市のほうはずっと見たけど、入っているようには思えないんですけど。 

 

藤井委員 

 20 ページのカッコ１の上から４行目ぐらい。 

 

若林会長 

 ナラ枯れは入っとらんでしょ。 

 

事務局（室長） 

 被害の拡大の防止に努めると書いてあります。 

 

若林会長 

 わかりました。ナラ枯れを見とると、大木に被害が多いということですね。小さい木に

は少ないということですので、林業研究センターのほうで聞きますと、里山の手入れがで

きていないというのも一つの原因やと、里山のカシがものすごく大きくなって、その大き

いところに集中してナラ枯れが来とる。しかも人身の危険に近いところの木が枯れて来と

ると。森林ボランティアとしては、里山を維持管理するのはボランティアの目標でもあり

ますので、森林センターのほうからですね、是非大きなクヌギとかカシ類を伐ってくださ

い、それから萌芽更新を促進して、まるっきり枯れたやつやなしに、枯れる前ですね、萌

芽更新が可能な樹木の根を残しておいて、そういうふうに更新したらある程度予防の策に

なるんではないかという指導をいただきまして、ボランティアの連中の活動もああこれは

ええことを聞いたということになってました。 

 他にいかがでしょうか。 

 

山本副会長 

 先ほど山﨑さんの発言の中で、五点ほど言われた中にも入ってましたんですけども、バ

イオマスの関係でですね、津市には来年、大きなバイオマス発電所が稼働して、どのよう

にして材を集めるかっていうのは非常に大きな課題だと思います。おそらく足りないでし

ょうから、ヤシ殻を輸入してきたやつで補っていくみたいな案は出されておるんだと思う

んですけども、山には木が伐り捨てされて放置されている木がたくさんありますので、ど

のようにしてそれを有効に集めてきてバイオマス発電とかに回していくかみたいなところ

は、いろいろ十分考えていかなければならないことかなと思っております。それで、先ほ

どの発言で、やっぱり木を集めるのは森林組合に任せるみたいな、そういうお話もありま

したけれども、やっぱりそういう良い材を集めたり、伐採するのは森林組合とかですね、

プロの方に多くを任せるっていうのは、それは当然かなと思うんですけども、なかなかチ

ップに回すようなのを、どっかの組織だけに頼るというのは余りにも危険かなという気が

します。それが採算ベース合えばどんどんやるんでしょうけども。 



そこで、やっぱり市民を挙げて、できるだけそういうことに取り組んでいくみたいな機

運を盛り上げていかないかんと思いますし、そういった中で、今、ちょっと動きとして出

てきているのが木の駅プロジェクトという形でですね、３、４年前からこういう方式があ

るというのが全国的に広がって、三重県の中でも今、三つ四つ取り組んでいただいとるん

ですけども、この津市の中でも白山町の、今、川井さんおみえになってますけども、白山

林研さんが中心になって木の駅プロジェクトを動かしていただいとるし、他にもやっても

ええよみたいな話も出ていると聞いてますので、そこでそういうプロジェクトを白山だけ

じゃなくて、美杉でも、美里でも動かしていこうと思ったら、やはり市がもうちょっとそ

ういうものに対して支援していきますよみたいな形を採れば、あちこちでそういう木の駅

プロジェクトのような動きが出てくるんかなと思っておりまして。ちょうど来年バイオマ

ス発電が動き出しますんで、それに向けて機運を盛り上げてですね、森林組合も集めるし、

他の山を持ってる方が自主的に活動して、地域の活動として、今まで捨てられているやつ

を軽トラに付けて運び出してくるみたいな活動が、あちこちで起こって来れば、バイオマ

スへ集める材の量も徐々に増えてくるんじゃないかと思いますし、津市さんのイメージも、

バイオマスタウンということで打ち出してやっていくには非常に良いイメージになるんじ

ゃないかと、そういう気もいたしますので、そういうところをどこの項目に入れたら分か

りませんけれども、ちょっとそういうところも少し力を入れて、この５年間をやっていく

よみたいなところを少し入れていただいたらどうかなと。 

 

川井委員 

 今ですね、山本さん言われたように、取り組んではいるんですけども、出荷先が薪利用

ということで限られてますもので、正直申し上げて、ちょっと薪だけでは厳しいかなと思

っています。それだけ需要がないっていうことなんですよ。あるように見えても、三重県

下で薪を使ってみえる家庭とか、事業体とか、思ったほど多くないなという感じを受けて

いまして、今のところ厳しいなって思っています。それで今、助け舟というか、本来なら

私のほうからお話しさせてもらうところだったんですが、山本さん言ってもらいました。

薪が遅かれ早かれ行き詰ってくるかなって思っている中でですね、やはりバイオマスの対

応を今、考えております。山から木を出してくるには、まず証明書というのが要るんやそ

うです。それでみんな話をしてますと、そんなん面倒くさいのうと、そこらへんに転がっ

とる木を出して来たら、薪の場合は証明書が要りませんのでいいんですけども、えらいこ

っちゃな、みんな面倒くさい証明書が要るんやったらっていうところがあるので、そこを

何とかクリアしていただきたいなっていうのが一点と、それから、林地残材を搬出して、

土場にしろ、そこまで搬出してくるんやで、それ儲かっとるやろって、小遣いようけある

やろって言われるんですけどね、とんでもないです。実際やってみえる方であれば分かっ

てもらえると思うんですけども、そらチェーンソー１台買ったらね、とても合わない。や

はり、搬出、運搬も結構経費が掛かるんで、せめて赤字にならんぐらいは、そこのところ

を考えていただければ、今、山本さんのほうからあったように林地残材っていっぱいある

んですよ。山に入ったらね。証明書付きの間伐材って言われると、結構絞られてくるんで

すけど、風倒木とか滑ってこけているとか、そういったものの、すごいことに山はなって



います。中へ入ればね。なので、そういうのを含めて我々は、搬出して来れば割に合うな

というふうなことであればね、この事業はどんどん進んでいくのではないかなと思います。

我々が搬出しやすいように考えていただけたらなと。 

 

若林会長 

 ありがとうございました。バイオマスとコストの関係が出ましたが、ちょっと事務局の

ほう、バイオマスという一つの施策も市にあるようですが、含めてご説明をお願いしたい。 

 

事務局（室長） 

 私、始めに森林組合さんにお願いすると。あまりにも規模が大きい施設ですもので、頭

越しに大量な量が必要やということが頭から離れませんので、そんな関係から組合さんに

お願いするというようなことを発言させていただいたんですけども、木の駅構想につきま

しても、川井さんの所の白山林研さんが中心になって一番先立ってやっていただいておる

し、薪で利用されとるというのも伺っています。それから、最近ですと、美杉木材市場さ

んのほうで木の駅を立ち上げていただきまして、集材に掛かっていただいておるというと

ころでございます。ただ、先ほどもおっしゃってみえましたように、立米当たりの単価が

安いという形の中で、やはりボランティア的な意思で木を集めるのか、それとも採算関係

なしに山が美しくなれば健康のために良いかと、そういう感覚の中で事業されてみえるん

かですね、やっぱりお金を儲けやなかなわんわって、そこらへんのとこで別れてくるんか

なというふうな、私としては、気がしとるわけでございます。その中でうちとしても全く

支援せんのかっていうことやなしにですね、何らかの支援はできないかというふうに今、

考えておるところでございますが、一番始めに大きな発電所関係のバイオマス燃料を確保

するっていうことが第一でございまして、それをまず何とかクリアしていきたい。それと

併せて、その後に補助金的なものやなしに、何か違う形でそういう木の駅に関しての支援、

例えばトラックスケールをお貸しするとかですね、山から伐りだすときに使う、なるべく

労力がかからんように引っ張ってくるウインチみたいな物をお貸しするとか、そんなよう

な形で支援できやんかなというふうには考えておるんですけども、まだ考えとるだけでな

かなか進んではいかんのですけれども。 

それと証明書の関係なんですけども、今の現状は、松阪のウッドピア松阪でトン当たり

7,500 円ていう価格で買っていただけるというのが皆さん一番大前提。唯一そこがあるわ

けでございます。トン 7,500 円で買っていただくがために、先ほど川井さんおっしゃった

ように証明が当然必要になってきます。それと合法材でなければならないと林野庁からの

バイオマスの資源としてのガイドラインというのにも示されておりましてですね、それに

関して、合法材の伐採届出が出たものであった場合は 7,500 円で買っていただけるんです

けども、それ以外でしたらもっと安いし採算が合わないということがございまして、その

証明が非常に重要になってくるわけでございます。そのような中で、美杉木材市場さんの

関係では、証明をするために、ある程度組織を作ってその証明に代わるものを、監査とい

いますか、個々の方が行動規範を基に、きちっとした材を管理できる、管理された材であ

るというお墨付きを作るために組織を作って、そういう証明をする形で美杉木材市場さん



のはやらせていただくような形でやっておるわけでございます。白山の場合も同じような

形でできるんやないかなとは思うんですけども、いずれにしましても、まだ美杉さんのほ

うも、お話を聞いておりますと立米数にしたら本当にわずかでですね、そんなに大量に持

って来られる方は少ないという状況でありますので、やはり皆さん金額が一番魅力なんか

なというとこは私ども感じておるんですけども、そこらへんのとこで行政としてできる範

囲というのはありますんで、私どもで考えられる範囲内で支援という形で詰めさせていた

だきたいと。 

 

若林会長 

 やはり、放置の間伐は 70 から 80 パーセント放置されとると聞きますが、全くもったい

ない話で、そこへバイオマスという話が出たもんで、一般の人たちは、バイオマスを間伐

の放置が利用できるというと、森林の整備がうまく行くなというイメージを持つ人が多い

んですわ。しかし、現実はコストの面とか搬出の関係で、市民の皆さんが期待するような

ところまで行っていないのが現実やと思いますので、何とかこれ、例えばパーツに分けて

ですね、伐採だけ、搬出だけ、運搬だけとか、間伐の放置したのをそこへ持ってきて、そ

れを持って運ばんならん人がみんな一緒やとえらいけど、搬出して林道へザーッと、所有

者なり、ボランティアなり、業者なり、もう搬出しといてですね、森林組合が一つの林道

へ行ったらトラックがいっぱいになる、それで市場へ持っていくとかそういうシステムは

ちょっと無理かな。 

 

事務局（室長） 

 小規模林家の方が非常に多いということが一番問題やと思うんですけど、そのこともあ

りますけども、これ来年の話になるんですけど、通常の造林事業がですね、搬出に伴いま

す経費的な面で補助金が若干下がってくるということなんですわ。今までヘクタール当た

り 100 立米出しとった形で補助金を充てとったものが、来年度以降は補助対象の搬出の材

積が下がってくるという形で、今以上に山に林地残材が逆に増えてくるようなお話がある

わけです。そのような中でその残されたものについて、何とか有効活用するために私ども

としても支援できないかというふうに考えておるところでございます。今現在は山土場か

らバイオマス関係、市場等への搬出の支援ということで 1,200 円ほど、立米当たり支援は

しておるわけでございますけれども、それに併せて今度、山から山土場までの搬出のため

の経費の支援ができないかというような形でですね、考えておる最中でございます。 

 

若林会長 

 ありがとうございました。実はこれトン当たりということで、森林ボランティアの連中

でもですね、三重県の中には自分たちが所有者の方の間伐をしてですね、トラックで運ん

で自分らの知っている事業者の方へ運んどるようですが、まあ早く言えば、森林ボランテ

ィアの連中は年配者が多いもんで、意気込みはえらいけど力はない、せやけど口はえらい、

これらは損得言わんでもいいわけですから、立米当たりの何某のやつをするとボランティ

ア運営費のほうへ活用できるもんで、張り合いがええわけですな。せやで、いつでもコン



スタントにやっとる所もありますな。なかなかそれは、こちらが言うほどすごいボリュー

ムではない。これは仕方がないですけども、そういうふうにやりやすいような格好を、ボ

ランティアだけやなしに、森林所有者なり事業体ができるようなシステムができるともっ

と間伐の放置が少なくならないかというふうに思うんですが。まあ難しいところだと思い

ますが。 

 時間が来ておりますので他に何かあれば。 

 

藤井委員 

 事務所のほうから木質バイオマスの補足をさせていただきたいと思います。今、昔の日

本鋼管さんが雲出のほうで木質バイオマス発電所を建設しております。私も先々週見に行

ったんですけども、もう九割方できているのかなと思うぐらい順調にできておりますので、

今後出来上がったら先ほど話が出ましたように、津地域からどれだけ木材が供給できるか

っていうことになって参ります。あそこの施設はヤシ殻を基本に焚くということになって

ますので、木材の割合は 10 パーセントとか 20 パーセントとか低いんですけども、それで

も気が遠くなるような何万立米っていう、２万から５万立米ぐらいの木材を集めたいって

いうのは言っておりますので、津地域からも幾分かは協力をしないといけない、というの

は津市さんと県は同じ域におります。一つだけなんですが、皆様が山で一生懸命植えられ

て育てられた木材を私どもは、県も市もですが、構造材としてまず使っていきたい。原木

市場へ出したい。それがもう大前提でございます。それで、市場で値が付かんような木を

燃料用として燃やしていくということでございますので、今、山へ入ると、川井委員から

も話があったように大量の木が山にこけてると、ひとたび土砂崩れが起こったら、そのこ

けてる木も巻き込んで災害を大きくしてしまいますので、山にこけてる使いようのないよ

うな木を燃やしたいという思いが強くしておりますので、木の駅も一生懸命やっていきた

いなあと、うまく回っていかんのやったら、どこがうまく回っていかんのかなと、行政も

森林所有者の方も巻き込んで考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

若林会長 

 是非、放置の間伐材が少なくなるような方向へ向けて森林整備の方もですね、ええ案を、

皆さんの知恵を絞ってもらいたいと思います。 

 他にございますでしょうか。 

 なければ 11 時半ということでございますので、これで第２回の津市森林整備協議会を終

わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

 事務局の方から何か連絡があったら。 

 

事務局（向田） 

 先ほど申し上げましたようにですね、今日の意見等をですね、もう少し県の計画もまだ

できておりませんので、県ができ次第、県と調整して津市の素案を１月になりましたら作

り上げてですね、２月中頃に本協議会の方でお世話になってご審議いただきたいと思って

おりますので、まだ日程調整はさせてもらってないのですが、２月の中旬ごろになる予定



ですので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 

若林会長 

 日は事務局の方で、欠席者が出るかわからんが。 

 それではこれで。 


